
  

平成 27 年度第３回東京都広告物審議会 審議の概要 

平成 28 年３月 30 日（水）に平成 27 年度第３回東京都広告物審議会が開催され、「東京都景

観計画変更案について」の審議がありました。また、事務局からは、広告物審議会の今年度の実

績について報告がありました。 

 

■平成 27 年度第３回東京都広告物審議会 審議の概要 

報告事項 
東京都景観計画変更案について【文化財庭園等景観形成特別地区の追加変更につい

て（殿ヶ谷戸庭園）】 

●意見、質疑応答等 

・規制の範囲について、改めて確認したい。 

 

 （事務局） 

 殿ヶ谷戸庭園の規制範囲は、主要な眺望方向などを考慮し、景観に影響のある範囲はどこか、

不必要に範囲を広げ過ぎないように、直近の街区を道路等はっきりしたもので区切っている。 

 

●審議結果 

・原案のとおり可決 

 

 


